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「今後における 一般労働条件の 確保・改善対策の 推進に関する 

基本方針について」の 一部改正について 

平成 11 年 2 月 17 日付け 基発 第 70 号「今後における 一般労働条件の 確保・改善対策 

の 推進に関する 基本方針について」 ( 以下「 基 登第 70 号」という。 ) については、 労働 

基準法の一部を 改正する法律 ( 平成 15 年法律第 104 号 ) の施行等に伴い 一部を改正 

することとしたので、 了知の上、 積極的な推進に 遺憾なきを期されたい。 

記 

基 登第 70 号の一部を次のように 改正する。 

墓祭第 70 号の記の第 1 の 1 の (3) 中 「 暖 味な労働時間管理に 起因して恒常的な 長時 

間 労働、 サービス残業、 」を「、 あ いまいな労働時間管理を 背景にして、 賃金不払 残 
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業 又は過重労働やこれに 起因する」に 改める。 

第 2 の 1 の (1) のホ中 の下に を 加える。 

第 2 の 1 の (2) の ロ 及び ハ を次のように 改める。 

ロ 

/ Ⅹ 

第 2 の 1 の (3) を次のように 改める。 

(3) 健康管理の徹底 

イ 

ロ   
第 2 の 3 の (2) の 二中 「後記 4 の監督指導の 重点対象に該当する 事業 場 に対し」を 

「当該対象について、 後記 4 の」に改める。 

第 @2 の 4 中 「双記 2 」の上に「双記 S で示したところに 基づき、 」を加え、 「監督 

指導の重点対象とし、 前記 3 で示したところに 基づき、 必要に応じ主眼監督を 実施す 

るものとする。 」を「必要に 応じ主眼監督の 対象とすること。 」に改める。 

第 2 の 4 の (2) の口を次のように 改める。 

ロ 

  
第 2 の 4 の (2) の小中Ⅰ。 一   "" 。 。   

の下に               を加える。 
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第 2 の 4 の (3) 中     ト を   

  ヰ " 」 、 Ⅱ を 

に 改め、 
  

  削る。 

第 2 の 5 中 「なお、 各局独自で第 3 次産業等を対象とした 労働条件対策を 既に策定 

している場合には、 これら既存の 対策と本対策との 整合性を検討し、 見直しを加え、 

必要な修正を 行 う こと。 」を削る。 

第 2  の 6  の (1) の ハ 申       に改め、   
の下に             を 加える。 

第 2 の 6 の (2) の ホ の ( ハ ) を次のように 改める。 
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